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1 監査委員会へのあらたな期待に応えるために

当局は、銀行がリスクに対していかに対処して
いるかを一段と重視する傾向にある。そうしたな
かで、監査委員会による監督機能は最後の砦とみ
なされることがしばしばある。先進的な銀行の監
査委員会はどのようにしてこれらの関心事に対応
しているだろうか。

このレポートで取り上げている項目のいくつか
は他業種や他国においても適用可能なものであ
るが、米国では銀行が複雑な業務内容や規制環
境のもとで業務を行っているという事情があり、銀
行の監査委員会は特有の課題を抱えている。主
要なものを三つ挙げると次のとおりである。

当局は、銀行業の監査委員会が果たす監督・指導について、これまで以上に多
くのことを期待している。監査委員会に対する期待や果たすべき役割が変化
を続けるなかで、監査委員会は三つのことを改めて検討する必要がある。それ
らは、監査委員会が果たすべき役割と他の委員会との連携のありかた、企業の
リスクカルチャーの強みを決定するプロセスにおいて監査委員会が果たすべ
き役割、監査委員会が適切な監督を行う上で正しい情報を得ていることの確
認の三点である

何が重要なのか

•	 	監査委員会の役割と、監査委員会と他の委員会
との相互関係は進化を繰り返している。私たち
は確立されつつある先進的な実務についての
視点を提供する。

•	 	経営者は、組織のリスクアペタイトと平仄のあっ
た行動を求める上で、企業文化となる「経営者
の姿勢（tone	at	the	top）」を確立すべきである。
取締役会は（主に監査委員会、リスク委員会が
主要な役割を果たすが）、企業文化が適正でな
ければ機能を正しく発揮できない。私たちは先
進的な組織がこのような課題をどのように取り
扱っているか検証する。

•	 	監査委員会は膨大な量のデータにしばしば圧
倒される。私たちはいくつかの企業で情報を有
効に活用している事例を調査する。
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今日の銀行業における監査委員会の役
割は拡大かつ変化している

今日の当局の指針は、監査委員会の役割につ
いて詳細を規定しておらず一定の柔軟性を持た
せたアプローチ手法をとっている。その結果、銀
行の監査委員会がこの指針を適用するための対
応が組織によってかなり異なっている。銀行業が
直面している新しい経営環境のもとで、監査委員
会はどの責務についてより重点的に取り組むべき
なのか、また、どの責務について他の委員会に任
せるべきなのか。監査委員会は主に内部監査と
外部監査に注力すればいいのか、あるいはステー
クホルダーや当局は伝統的な監査委員会の役割
を超えた領域まで監督範囲を拡大することを期待
しているのであろうか。

詳細な考察

「三つのディフェンスライン」に組み込まれた役割と責任の明確化

監査委員会はリスク委員会や他の委員会との
間で責任範囲をうまくバランスする必要がある

ドッド・フランク法は、いわゆる「大規模な」銀行
について、独立したリスク委員会を設けることを求
めている1。銀行が新しい委員会を組織に取り入
れていくなかで、部分的に職務が重複するのは避
けられない。委員会の役割に関する混乱を回避し、
重要な事項について連携をよくするために、いく
つかの監査委員会では、その議長がリスク委員会
の議長と定期的な企画会議を設定している。また、
監査委員会のメンバーがリスク委員会のメンバー
を兼ねているケースもみられる。メンバーが複数
の委員会に参加することは二つのメリットがある。
第一は、兼務を通じて経営者が組織の抱えている
課題についてより全体的な視点を持てるようにな
ることを助ける。第二は、それぞれの委員会が責
務の重複を回避できることである。

1	 	「大規模」の定義は、資産規模が500億米ドル以上、または上場企業で100億米ドル以上の収益がある金融機関（ドッド・フランク法155条（h）（2）（A））。指針は大規模な金融機関のみを対象としているが、私た
ちは規模の小さい金融機関においてもリスク委員会の設置を始めている事例を認識している
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委員会間で責任が重複している場合に取締役
がとるべき措置として、まず短期的には、現状のサ
イクルを通じた対応方針を決めることである。例
えば、同じ機能が監査委員会とリスク委員会に課
されている場合において、どちらが何を分担する
かを決めるか、あるいは両方の委員会が関与すべ
きかを決めることである。もし両方に所管させる
場合には、委員を兼務させる、両委員会の議長が
事前に打ち合わせをする、CAE（最高監査責任者）
とCRO（最高リスク管理責任者）が資料を準備す
るにあたって十分な連携をとるなどの工夫を図る
ことでより効率的な運営が可能になる。しかし長
期的には、委員会同士の連携を高め、機能の重複
を削減するために、委員会の役割に関する詳細を
規程に盛り込む必要がある。例えば、日々変化す
る最近の監査委員会をとりまく環境を踏まえると、
責任の範囲や規定などは、年に一度は見直すべき
である。重複を全て取り除くのは不可能だが、最
終的な目標はそれぞれの委員会が重なり合う課
題について何らかの合意を形成することである。

監査委員会はステークホルダーや当局から
期待されている関与の度合いについて認識
を高めるべきである

定義に従えば、監査委員会は内部監査を含む
第三のディフェンスラインを監督することになる2。
第三のラインは、業務オペレーションの効率性と
有効性、報告プロセスの信頼性、コンプライアン
スに関する制御などをまず優先的に評価すること
になる。

監査委員会が承認する財務報告に影響を与え
る可能性がある他の二つのディフェンスラインの
活動について、監査委員会がどの程度の責任を
負っているかということは明確ではない。すでに
通貨監督庁（OCC）は、資産が500億米ドル以上
の金融機関に対しては監査委員会が内部監査部
門から年次報告書を受領することを求めている。
報告書には、第一のラインおよび第二のラインが、
取締役会の承認したリスクガバナンス・フレーム
ワークに準拠して活動していることを説明する重
要な過程が記載されていることが求められている。

実際に監査委員会にとって対処が難しいのは第
一のラインである。第一のラインは通常であれば、
市場リスク、信用リスク、オペレーショナルリスク、	
コンプライアンス遵守など重要なリスクの大半を
有している。銀行の監査委員会は、第一のライン
に対する確かな理解を持つよう、当局の強いプレッ
シャーを感じている。監査委員会が監督する行動
は、例えば内部統制の不備を改善するために経営
幹部が実施する対策のタイミングや具体的な進め
方などであるが、それらは取締役会が経営幹部に
よるカルチャーの醸成やリスクを検討する責任を
監督することの中心となるものだからである。しか
し、このことは、先のページの図表に示した、分掌
して監督を行うべく設置されているそれぞれの組
織（取締役会、経営幹部、監査委員会、その他の
委員会）の役割を不明瞭にする可能性がある。

現在、大半の監査委員会が行っていることは、
戦略がどのようにリスクと関連するかを理解し、経
営陣がどのようにリスクの限度をモニターしてい
るかを監督することであるが、それで十分である。
従って、監査委員会は日々の経営幹部の業務に積
極的に関与すべきではない。

監査委員会は第三のディフェンスラインを監督
し、会社のなかで独立した意見を表明する役割を
果たし、状況に応じて経営陣の考えに対して問題
提起を行う。有効に機能している委員会は、内部
監査部門にリスクの主要な部分を特定するよう働
きかけ、企業が経営陣の設定したリスクアペタイ
トの範囲内で活動していることを確かめる手助け
をする。監査委員会は、会社における組織上の位
置づけ、および独立して意見を表明する立場を利
用して、組織が抱えるリスクの効果的な管理がで
きるように奨励、あるいは必要な場合には、強く求
めるべきである。

2	 Institute	of	Internal	Audit	“The	Three	Lines	of	Defense	in	Effective	Risk	Management	and	Control”	2013年1月
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監査委員会は堅牢なリスクカルチャーを
構築する上で重要な役割を果たしている

当局は、銀行の取締役会に対して、経営幹部が
どのように組織のカルチャーを定義しているか監
督することを求めている。それは経営者の姿勢に
始まり、リスクアペタイトを理解し、常に説得力の
ある問題提起を行うまでの全てについてである3。
しかし、カルチャーとは具体的には何を指すので
あろうか。ニューヨーク連銀総裁のウィリアム・ダド
リー氏は、これを次のように表現している。「規則
やコンプライアンスの定めがないときにどのような
行動をとるべきかを示す暗黙の規範…（中略）…	
カルチャーとは、その企業のなかで広くみられる
人々の心構えやふるまいを映し出すものである…
（中略）…カルチャーとは、私は何を「すべきか」
に関係することであって、私は何が「できるか」で
はない」4。換言すれば、日常の活動をどのように
行うべきか、「グレー」な状況においてどのような行
動をとるべきか、顧客、投資家、従業員そして地域
社会に対してどのような関係を構築するべきかな
どについて企業の職員に対する期待を示すことで
ある。

経営者は日々、率先してプロフェッショナルとし
て道徳的で正しい行動の手本を示す必要がある。
経営者は会社の求めるカルチャーと調和した行
動をとることを従業員に求め、また行動をモニタ	
リングすることについて責任を持つ必要がある。
このような経営者の姿勢としては、何が組織に期
待されているのか明確に表す必要がある。それを
もとに監査委員会は、その監督機関として、これら
の期待がどのように実現されているのかを確認で
きる。

監査委員会は、経営幹部が設定したカルチャー
について、それがどのように組織に浸透し、ガバ
ナンスの強化につながっているかを検証するとい
う難題に取り組むべきである。確かに組織のカル
チャーを評価することは困難かつ複雑である。し
かし、監査委員会が経営幹部と強固で透明性のあ
る関係を構築できており、有効に機能している内
部監査部門からの支援があり、問題が発生したと
きに直ちに対応する能力があれば、これを実行す
ることは可能である。

CBOK世界内部監査
ステークホルダー調
査2015年版によれ
ば、北米の取締役の
83％は、内部監査
部門が「重要なリス
クについて、定期的
に評価を行い、取締
役会および経営幹部
と十分なコミュニケー
ションをとる」ことで、
内部監査部門が戦
略上のリスクの評価
や対応のために果た
す役割を改善できる
と回答している

出典：内部監査協会
「CBOK世界内部監査ス
テークホルダー調査2015
年版」（2015年2月）

注：CBOK（Global	Internal	
Audit	 Common	Body	 of	
Knowledge，内部監査の国
際的共通知識体系）

監査委員会：説得力のある問題提起を含め、
監査委員会と経営幹部の関係はリスクに対す
る感度の高い企業カルチャーを醸成する上で
重要な鍵となる

有効な企業カルチャーを構築するには複雑な
だけでなくチームによる努力が求められる。典型
的な組織では複数のカルチャーの階層があり、そ
れら全てを管理、モニタリング、維持する必要があ
る。CEOと経営幹部を手助けし、正しい経営者の
姿勢を設定する上で、私たちは監査委員会に以下
のことを推奨する：

•	 	戦略とリスクが交差する領域への理解を深める
ことにより多くの時間を費やす。ノルマを達成す
るために不適切な商品を販売することや組織が
管理できない規模のリスクをとるような、非倫理
的で望ましくない行動を防ぐことに特に注意を
払う。

•	 	いわゆるC-Suite（Chiefが付く役員）以外の従
業員と定期的な意思疎通を行い、取締役会が
組織の日常業務への理解を深めることを手助け
する。最近では多くの銀行の監査委員会がチー
フコンプライアンスオフィサーや業務ラインの
部門長を定期的に委員会の会議に招いている。
逆に委員会のメンバーが折に触れて内部監査
部門や業務ラインの会議に出席する事例も見ら
れる。

•	 	経営幹部と内部監査部門のスタッフに対してオー
プンな会話を行い、関係者が懸念事項につい
て自由に発言できる雰囲気を創り出すことを奨
励する。これらの会話をもとにして委員会のメン
バーは注力すべき項目を必要に応じて見直すこ
とができる。

•	 	経営幹部がカルチャーのどのような部分につい
て懸念しているか討議する。

•	 	内部監査部門に対して、定期的にカルチャーに
対する監査を行い改善できる部分がないか検
証することを奨励する。

3	 	Tracy,	Ryan“OCC	Says	Boards	Responsible	for	Overseeing	Banks’Culture;	Latest	indication	that	regulators	expect	boardrooms	to	help	keep	Wall	Street	out	of	trouble,”	Wall	
Street	Journal、	2015年6月9日、2016年9月20日にFactivaにてアクセス

4	 	William	Dudley“Enhancing	Financial	Stability	by	Improving	Culture	in	the	Financial	Services	Industry”（Speech、Workshop	on	Reforming	Culture	and	Behavior	in	the	Financial	
Services	Industry、	Federal	Reserve	Bank	of	New	York、New	York	City、	2014年10月）
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•	 	インセンティブ報酬制度、評価プログラム、およ
びその他の戦略が、前向きな行動を促す上でど
のように利用されているか、また逆にどのような
場合にインセンティブ制度が望ましくない行動
を引き起こすと考えられるかについて経営幹部
と議論する5。

•	 	経営幹部のリスクアペタイトに関するモニタリン
グ手法について説得力のある問題提起を行う。
これは、次のような場合において特に重要である。
すなわち、組織に過大なリスクを負わせる可能
性がある活動や、企業価値の向上に失敗する可
能性がある状況を監査委員会のメンバーが感
知した場合である。最近では、このような問題
提起を行うことを当局が明確に要求しているこ
とを付け加えておく6。

正しいカルチャーを守るための説得力のあ
る問題提起の役割

思慮深い監査委員会のメンバーは適切な
情報があれば組織のなかで再点検すべき
箇所を効果的に特定できる。最近のような
経営環境のもとでは、実際に監査委員会は
そのように行動しており、これからもそうす
べきである。これに対して経営幹部は問い
かけがあった場合には即座に対応する必
要がある

監査委員会が問題提起を行うことが必要
と判断した場合には委員会の議事録にしっ
かり記録を残すべきである。それによって
当局に対して、監査委員会が適切に職務
を果たしており、経営幹部との間で説明責
任が果たされていることを示すことができる。
ただし、問題提起を記録するにあたっては
慎重な対応が必要である。議事録には問
題となっている事案を簡潔かつ正確に記
載し、誤解を生むことがないように委員会
のメンバーが内容を確認する必要がある

5	カルチャーが正しい方向に進化する上で、これらの「プログラム」が効果的に機能しているかを評価するのが内部監査部門と監査委員会の任務になる
6	 	Office	of	the	Comptroller	of	the	Currency“OCC	Guidelines	Establishing	Heightened	Standards	for	Certain	Large	Insured	National	Banks,	Insured	Federal	Savings	Associations,	
and	Insured	Federal	Branches;	Integration	of	12	CFR	Parts	30	and	170,”	2014年1月
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監査委員会は特定した課題に対する経営幹
部の対応を評価する必要がある

監査委員会は、会社のカルチャーに関係する課
題を特定するだけでは不十分である。監査委員会
は、経営幹部が課題に対して改善する努力をして
いるか、また課題の裏に潜む根本的な問題点の
解決に取り組んでいるか検討する必要がある。例
えば、あるITシステムプロジェクトの費用が予算
を超えたことを問題提起した場合に、会社の他の
部署で同じような事例がないか検査する必要があ
るか、監査委員会は内部監査部門と議論すること
がある。また、会社のある領域で過度な信用リス
クを取っていると監査委員会が判断することもある。
その場合、リスクの負担が許容できる範囲かどう
か確認するために、監査委員会は業務部門長と内
部監査部門の双方と議論したいと考えるかも知れ
ない。

監査委員会による問題提起のプロセスは、総合
的な判断で行う必要があり、チェックリストを埋め
るような形式的なものであってはならない。また、
経営幹部からの回答も額面どおりに受け入れては
いけない。委員会のメンバーが経営幹部の回答
に満足できない場合に、反論することや課題につ
いての理解を深めるために追加資料を要求するこ
とはよくある。さらに委員会のメンバーは内部監
査部門に対して、テーマ別の論点を追及し、その
論点について経営幹部が十分対応したという証
拠の提供を求める必要がある。

監査委員会は最高監査責任者に対して十分
な支援を行う必要がある

最高監査責任者と内部監査部門は、監査委員
会が任務を果たせるようにサポートするが、その
逆もまた必要である。最高監査責任者が有効に機
能するためには、問題点を調査し、経営幹部に問
題提起を行うための十分な手助けが必要だが、監
査委員会はそれを可能とする重要な役割を担っ
ている。

CBOK世界内部監査実務家調査2015年
版によれば、北米で勤務する最高監査責任
者の31％は、監査の発見事項あるいは
監査報告書の変更を求める圧力を感じた
ことがあると回答している

出典：内部監査財団が2015年2月に実施した内部監査
協会「CBOK世界内部監査実務家調査2015年版」

最高監査責任者が取り上げる論点について、監
査委員会は広範囲な意見交換を行うことで最高
監査責任者の手助けができる。監査委員会の議
長は、最高監査責任者の考えを委員会で直接述
べてもらうことで、メンバーがそうした論点を重視
していることを示せる。監査委員会は最高監査責
任者と緊密に連携して監査の年間計画の策定と
更新を行い、時には監査チームから公式に追加
資料を求めることで、多忙にしている執行部門の
幹部に対して牽制することをしてもよい。監査委
員会の議長は経営幹部と最高監査責任者の両者
を同席させた会議を開催してもよいし、また内部
監査部門の企画会議に自ら参加して内部監査の
重要性を示すこともできるであろう。
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私たちは、最高監査責任者がビジネスを成功さ
せる上で重要な役割を果たしているというメッセー
ジを送るために、監査委員会が賢明かつ効果的
な手段をとっている事例をみている。例えば、最
高監査責任者と主要スタッフの打ち合わせに監
査委員会の議長が自ら定期的に出席する、会社
が重要な決定を行おうとする際に最高監査責任
者に対して監査委員会への報告を求める、新規事
業や新規プロジェクトについて最高監査責任者に
モニタリングするように求めることなどである。現
在、大半の最高監査責任者は、定期的な月次会議
を通じて監査委員会の議長と率直なコミュニケー	
ションを行っており、急を要する重要な事象が発
生した際には連絡をとることになっている。

結論：当局は監査委員会から全面的な支援と権
限が与えられた、有能で信頼のおける最高監査責
任者を求めている。

監査委員会は正確な情報を持つ必要が
ある

銀行の監査委員会の多くは、情報の洪水に悩ま
されており何が重要で何が不要なのかの判断が
困難になっている。有能な監査委員会は、散乱す
るなかから正しい情報を拾い出すことができてい
る。彼らは、組織が生み出す膨大なデータを、実
務的で使い勝手のよい形に変換することを経営
幹部に求めている。会社の経営にとって最も重要
な情報に注力できるようにすることは容易ではな
く、優先順位付けと周到な準備が必要である。膨
大な量の情報は、一部の監査委員会において最
も重要な経営課題を特定することを困難にさせて
いる。結果的に委員会は、法規制の変更、経営戦
略の変化、あらたに発生したリスク、テクノロジー
の変化など、会社の命運を左右する重要な情報の
獲得に奔走することになる。

監査委員会は「使える」情報を必要としている

優先順位の高い課題に注力するために、監査委
員会は、経営幹部、内部監査部門、外部監査人、そ
の他の関係者に対して情報を簡潔で明確な形にま
とめることを要求すべきである。かつては当たり前
だった大量の紙や図表を監査委員会に送りつける
ことはもはや容認されない。委員会のメンバーはタ
イムリーに、すぐに利用できる、十分に整理された
情報を求めている。彼らは、重要な課題やリスクの
発生を把握し、法規制の変更を認識し、根本原因分
析の結果を理解して、組織に内在するテーマ別論点
を特定する必要があるためである。効果的な報告
はそれを可能にするための手助けとなる。

増え続ける業務量をこなすために、監査委員会
の議長、最高監査責任者、その他のリスク担当役
員が年に一度集まり、監査委員会の次年度の活
動を計画するケースが増えている。計画を立てる
ことで、監査委員会が重要な課題に取り組む時間
を確保できるだけでなく、監査委員会規程に定め
られている全ての責務を確実に果たすことが可能
になる。取り組むべき課題には、オペレーション
上の重要な領域についての詳細なレビューの依頼、
特定のリスク分野についての詳細な分析、重要な
ITプロジェクトのレビュー、その他に注力すべき
関連領域が含まれる。前述したように、これに伴
い監査委員会の責任や規程自体の見直しが必然
的に行われることになる。

情報のフローを管理するために、多くの監査委
員会では、要点を簡潔にまとめた資料を会議前に
準備することを経営幹部に要請している。当局は、
会社全体にかかわる議題を中心に要約を作成す
ることを提案している。事前準備を行うことで、委
員会のメンバーは、会社のある箇所で特定された
リスクが別の箇所でより大きな問題を引き起こす
可能性がないかといったことを集中して議論でき
る。例として、数多くのITプロジェクトを同時に行
うことでオペレーショナルリスクが発生する可能
性が挙げられる。また、拡大するサイバーセキュリ
ティの脅威への対応や、投資家心理や規制の変
更などによって必要となる方針の見直しなども同
様である。

監査委員会にとっては、重要な議題が埋もれて
しまっている詳細な200ページの報告書よりも、
要約された10個の議案とそれに対する経営者の
対策をまとめたものを受け取る方が有益である。
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監査委員会は規制環境の変化について理解
すべきである

多くの監査委員会では、最新の規制、発表、検
査などの情報について、社内外からのアドバイス
を求めている。

いくつかの銀行の監査委員会では、情報セン
ターとして機能する規制対応の取りまとめ役を任
命している。これらの担当は、検査の日程をくまな
く調べ上げ、政府機関と定期的な情報交換を行
い、要求された文書の進捗状況を管理し、当局の
ホームページをチェックするなどさまざまなことを
こなす。銀行のなかに取りまとめ役がいれば、彼
らは価値のある見解や情報を監査委員会に提供
できる。次に何が起こるかを予測し、組織がその
一歩先を行くことが重要である。

外部からのアドバイスは、当局自身の他、コン	
サルタントや、その他外部専門家にも求めること
ができる。いくつかの監査委員会では当局と半期
もしくは四半期に一度の定期的な会議を設けてい
る。世の中の動きに遅れないために、公式な会議
の合間により頻繁に当局と接触する監査委員会
の議長もいる。このような活動は、当局の観点や、
当局が他の金融機関で経験した知見を得られるメ
リットがある。銀行の監査委員会が直面する課題
を理解するために、幅広い視点から意見を述べる
ことができるアドバイザーと契約している事例もあ
る。特に最近では、サイバーセキュリティやアンチ
マネーロンダリングなど特定分野の専門家を招聘
して、当局の最新の指針や他の金融機関の対応
状況について解説を依頼するのがトレンドになっ
ている。

監査委員会は、急速に変化するテクノロジー
への理解を深め、それがもたらすリスクと責任、
監査委員会としてやるべきことについて考え
る必要がある

テクノロジーは今日の金融業にかつてないほど
大きな影響を与えている。仮想通貨、ソーシャル
メディアを使った決済サービス、ブロックチェーン
のようにフロント業務に関係する興味深いイノベー
ションから、バックオフィス業務や決済プロセスの
システムへの巨額の投資に至るまで、あらゆる分
野でテクノロジーが金融ビジネスの形を変えてい
る。そうしたなかで当局は特に、銀行の経営層が
サイバーセキュリティの脅威から会社を守ってい
ることを担保する上で、銀行の取締役がどのよう
な役割を果たしているかについて関心を高めてい
る7。当局はまた、組織内のリスクを追跡し、法律
や規則の遵守をモニタリングするために、銀行が
より高度なテクノロジーを使うことを要求している8。

複雑なトピックを取り扱うには、ただ知識を伝え
るだけで全体が把握できるものではない。テクノ
ロジーに関して十分な専門的知識を持つメンバー
がいる監査委員会は限られている。大半の委員
会は、追加的なガイダンスや教育がないと、戦略
的なITプロジェクトの決定について評価、あるい
は必要な場合には問題提起をする自信を持てな
い。監査委員会のメンバーは、米連邦金融機関検
査協議会（FFIEC）のサイバーセキュリティ評価ツー
ルの示唆を理解する必要がある。これは将来の銀
行検査の標準になるものである9。また台頭する	
ノンバンクのフィンテック企業について、銀行が買
収、提携、あるいは競合することを検討するにあた
り、監査委員会はこれらの企業が戦略上どのよう
なリスクあるいは成功をもたらすのか理解しなけ
ればならない10。

7	Federal	Reserve	System、“SR	15-9	FFIEC	Cybersecurity	Assessment	Tool	for	Chief	Executive	Officers	and	Board	of	Directors”2015年7月
8	Federal	Financial	Institutions	Examination	Council“Cybersecurity	Awareness”2016年8月
9	より詳細な内容についてはPwCのFinancial	Services	Regulatory	Practice	“A	closer	look	-	Cyber	：	Think	risk,	not	IT,”2015年4月を参照のこと
10より詳細な内容についてはPwCのFinancial	Services	Institute	“Q&A	：	What	is	FinTech?”2016年4月を参照のこと
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これらの課題に対応するために、教育や研修を
求める監査委員会メンバーは急速に拡大してい
る。特定の課題についてテクノロジーおよび戦略
的な観点から検討するために、委員会の議長が取
締役会の秘書役か最高監査責任者に対して専門
家との議論を要請するのが典型的な進め方であ
る。実際に多くの監査委員会が、最新情報のアッ
プデートとそれがビジネス上の潜在的なリスクや
脅威になる可能性についての見解を得るために
定期的な会議をもつことを希望している。

一般的に、テクノロジー戦略に関する主要な情
報ソースは経営幹部である。委員会のメンバーは、
案件の内容についてより深い理解が必要と考える
のであれば、経営幹部のスタンスに対して説得力
のある問題提起を行うことを躊躇すべきではない。
また、例えばサイバーセキュリティの脅威につい
て日常的にニュースで報道されているのに、社内
で起きていることについて定期的な報告がないの
であれば、委員会のメンバーは報告を求めるべき
である。

監査委員会は主要な関係者（例えば経営幹部
や内部監査部門）が全員、担当業務を適切に行う
上で必要とされている技術的な専門性を備えてい
るか検討すべきである。もしそうでない場合、監
査委員会は、彼らがどのようにして専門性を向上
させる、あるいは補完するのか質問すべきである。
テクノロジーが業界を大きく左右する現状におい
て、これらの論点は質問しないわけにはいかない
ほど重要である。

11	PwC“Across	the	boards	：	Views	from	the	financial	services	boardroom,”2016年5月、www.pwc.com/fsi

PwCの2015年企業取締役調査では、銀行
の取締役の56％は自社の取締役会がサ
イバー攻撃に付随するリスクを監督するこ
とに「深く関与している」と回答している。
一方で、自社の取締役会でサイバーリスク
の討議に費やす時間が全体の10分の1を
超えると回答した取締役は35％にとどま
る。また、驚くことではないが、銀行の取締
役の半数近く（46％）が過去1年間で何ら
かのインシデントについて討議したことが
あると回答している11
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「経営者の姿勢」の構築から最新のテクノロジー
の理解に至るまで、規制および経営環境がますま
す複雑になるなかにおいて、銀行の監査委員会
には、リスク管理に積極的に関与し、経営幹部が
立てた計画の有効性を確かめることが求められて	
いる。

監査委員会は、説得力のある問題提起の活用
と広範なテーマ別の論点の特定を通じて、経営幹
部とともに重要な課題への対処方法について日々
洗練と改善に取り組んでいる。加えて、委員会の	
メンバーは、リスク委員会とIT委員会から特定の
課題についてより良質な情報提供を受けるように
なってきており、両者からの監査委員会に対する
支援も具体化しつつある。

貴社のビジネスにとって何を意味するか

短期的には銀行の監査委員会は当然のことな
がら負担を感じるかも知れない。しかし長期的に
は、監査委員会は、業界の勢力図や規制の枠組
みの変化に対してより効果的な対応を行い、自社
に対する指導および監督を行っていけるようにな
らなければならない。
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